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むすびにかえて

2015（平成27）年は国内における原子力発電所の廃炉や再稼働，エネルギーミックスにかか

る数値の提示など，原子力発電をめぐる具体的な動きが出はじめており，立地地域の対応も急務

となってきている．

とりわけ，エネルギーミックスの見通しは大きく変わった．これまでのエネルギー基本計画な

どの経過をたどると，原子力発電の割合は「大きく増加→大きく減少→やや減少」と変化すると

ともに，再生可能エネルギーとの関係も転換している．

いずれの場合でも，エネルギーミックスにおいて原子力発電が自らの役割を果たすためには，

既存の原子力発電所の運転年数による廃炉や運転延長，そして新増設などについて，多様な組み

合わせが考えられる．このことは立地地域にとっても同様であり，福井県内の原子力発電所につ

いてもいくつかの可能性があると考えられる．

しかしながら，エネルギーミックスそのものが実現するとも限らない．原子力発電所の立地を

見通すことは必ずしも容易ではなく，LNGを軸としてエネルギーミックスを変化させれば，よ

り望ましい状況になる可能性もある．そこで，原子力発電所立地地域はエネルギーミックス自体

の流動性も考慮して，状況の変化まで想定した柔軟な対応を考える必要がある．そのためには，

原子力にかかる技術基盤と発電所にかかる立地基盤を活用することがカギになると考えられる．
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はじめに

2011（平成23）年３月11日に発生した東

日本大震災とそれにともなう東京電力福島第

一原子力発電所の事故を受けて，エネルギー

ミックスにおける原子力発電の位置づけが大

きく変わろうとしている．震災後に定期点検

が行われた原子力発電所は，ごく一部を除い

て再稼働が行われないまま停止を続けてきた．

また，エネルギーミックスにかかる議論につ

いても，原子力発電の割合を急激に高めると

されていた従来の方向性から，低減へと舵を

切った．ただし，原子力発電所の停止がいつ

まで続くのか，エネルギーミックスにおける

原子力発電の割合がどの程度なのか，具体的

な見通しを得るには至っていなかった．

2015（平成27）年は，こうした不透明感

から脱却する動きが本格化しはじめている．

原子力発電所の再稼働については，すでに九

州電力川内原子力発電所１・２号機と関西電

力高浜３・４号機が2014（平成26）年に新

規制基準への適合を認められており，８月に

川内原子力発電所１号機が再稼働されること

となった１．川内と高浜に続き四国電力伊方

３号機も審査に合格し，2015年は再稼働に向

けた手続きが本格的に広がるであろう．

また，３月には，運転開始から40年を経過

した原子力発電所について，廃炉にするか運

転延長するかの判断が一部で明らかとなった．

廃炉の方針が示されたのは関西電力美浜発電

所，日本原子力発電敦賀発電所などの５基で，

いずれも４月に運転を終了している．一方，

運転延長については関西電力高浜発電所で４

月に申請がなされた．今後，他の原子力発電

所についても廃炉か運転延長かの判断が示さ

れていくであろう．

さらに，エネルギーミックスの議論も具体

的な数値が決定される見通しとなっている．

2014（平成26）年４月に閣議決定されたエ

ネルギー基本計画で大まかな方向性が示され

たエネルギーミックスについて，総合資源エ

ネルギー調査会長期エネルギー需給見通し小

委員会で具体的な数値に関する議論が行われ

ており，７月には2030（平成42）年のエネ

ルギーミックスを示した「長期エネルギー需

給見通し」が経済産業省より公表された．

これらの動きは，密接に関係している．と

りわけ，原子力発電は国策として推進されて

きたため，エネルギーミックスにおける位置

づけが今後の見通しを展望するうえで重要で

ある．時系列的にはエネルギーミックスの具

体化が後回しになっていたが，逆に言えば，

エネルギーミックスが具体化されて一定の見

通しが示されれば，全国の原子力発電所で再

稼働や廃炉，運転延長の判断が広がり，原子

力規制委員会の審査が行われると見込まれる．

2015（平成27）年は，原子力発電をめぐる

具体的な動きが，さまざまな場面で本格化し

はじめる年になるであろう．

こうしたなかで，原子力発電所立地地域も

対応を検討すべき段階に入ると思われる．こ

れまで，原子力発電所の立地は地域の経済や

財政に多様で多大な影響を与え，立地の促進

や抑制の一因となってきた．震災以前は多く

の立地地域で２基から４基程度の原子力発電

所が集積し，安定した運転を長期にわたって

続けてきた状況であったが，これが転換すれ

ば立地地域に与える影響も大きいと考えられ

る．2015（平成27）年は，原子力発電所立

地地域が具体的な対応策を検討する契機の年
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ともなるであろう．

ただし，これらの動きは密接に関係してい

るからこそ，その始点となるエネルギーミッ

クスがやはり重要である．裏を返せば，エネ

ルギーミックスはあくまで計画であり，現実

が計画と異なる姿になれば，立地地域の対応

も変わらざるをえない．したがって，エネル

ギーミックスの見通しがどのような不確実性

を持つのか，それに対して立地地域がどのよ

うな柔軟性を持っておくべきかまで考慮する

必要がある．

本稿では，原子力発電をめぐる動きが本格

化しはじめる2015（平成27）年に際し，エ

ネルギーミックスにおける原子力発電の位置

づけと原子力発電所立地地域の対応について

論じる．第Ⅰ章では，エネルギーミックスの

変遷と最近の動向について概観する．第Ⅱ章

では，エネルギーミックスに即した原子力発

電所立地地域の見通しについて，全国と福井

県の展望を述べる．第Ⅲ章では，エネルギー

ミックスが計画として持つ不確実性の要素を

列挙し，それらによる状況の変化を想定して

立地地域が柔軟に対応するための方策につい

て論じる．

なお，「エネルギーミックス」は一次エネ

ルギー消費についても示されるが，本稿では

原子力発電に焦点を当てているため電力にか

かる部分のみとし，一次エネルギー消費に関

するエネルギーミックスは特に取り扱わない

こととする．

Ⅰ．エネルギーミックスの変遷

エネルギーミックスのあり方については，

定性的な部分と定量的な部分で一定の役割分

担が行われている．定性的な部分では，2002

（平成14）年にエネルギー政策基本法が施行

され，エネルギーの需給に関する施策の長期

的，総合的かつ計画的な推進を図るため，エ

ネルギーの需給に関する基本的な計画として

「エネルギー基本計画」を政府が定めること

となった．エネルギー基本計画は，10年程度

を見通してエネルギーの需給全体に関する施

策の基本的な方向性を定性的に示すものであ

り，経済産業大臣が関係行政機関の長や総合

資源エネルギー調査会の意見を聴いたうえで

案を作成し，閣議決定を経て国会に報告，公

表されることになっている．また，エネルギ

ーをめぐる情勢の変化やエネルギーに関する

施策の効果に関する評価などを踏まえて，少

なくとも３年ごとに検討を加え，必要がある

場合に変更される．次に，定量的な部分につ

いては，総合資源エネルギー調査会が長期エ

ネルギー需給見通しを示すこととなっている．

このように，エネルギーミックスのあり方に

ついては定性的な部分と定量的な部分で一定

の役割分担が行われるが，いずれも総合資源

エネルギー調査会が関係している．

最初のエネルギー基本計画は2003（平成

15）年10月に策定され，2007（平成19）年

３月には第二次計画が策定された．以降，

2010（平成22）年６月に第三次，2014（平

成26）年４月には第四次計画が策定されて

いる．また，最新の長期エネルギー需給見通

しについては，総合資源エネルギー調査会長

期エネルギー需給見通し小委員会において議

論されており，2015（平成27）年６月１日

に開催された第10回会合で案が示された．

それ以前も数年おきに策定されている２．

本稿では，エネルギーミックスにおける原
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子力発電の位置づけの転換に焦点を当てるた

め，以下では転換の契機となった震災と原発

事故前後の動向を示すことにしたい．

１．震災と原発事故以前のエネルギーミックス

まず，震災と原発事故以前に策定されたエ

ネルギー基本計画と長期エネルギー需給見通

しについて述べる．前者は2010（平成22）

年６月に策定された第三次計画，後者は計画

に合わせて公表された『2030年のエネルギ

ー需給の姿』である３．

第三次エネルギー基本計画は，「地球温暖

化問題への関心の高まりを踏まえ，原子力の

更なる新増設を含む政策総動員により，2030

年までにエネルギー自給率の大幅な向上（約

18％→約４割）とエネルギー起源CO2の30

％削減を目指している」（総合資源エネルギ

ー調査会資料による要約）．すなわち，CO2

の大幅な削減と，その手段としての原子力発

電の積極的な推進が特徴になっていると言え

るだろう．原子力発電については，次のよう

に具体的な取り組みが示されている．

2020年までに，９基の原子力発電所の新増

設を行うとともに，設備利用率約85%を目指

す（現状：54基稼働，設備利用率：（2008

年度）約60％，（1998年度）約84％）．さら

に，2030年までに，少なくとも14基以上の

原子力発電所の新増設を行うとともに，設備

利用率約90％を目指していく．これらの実

現により，水力等に加え，原子力を含むゼロ

・エミッション電源比率を，2020年までに

50%以上，2030年までに約70％とすること

を目指す．

また，原子力発電の推進に加えて，再生可

能エネルギーについても「自立的かつ環境調

和的なエネルギー供給構造の実現」という目

的の下で，固定価格買取制度の拡充や規制緩

和によって「2020年までに一次エネルギー

供給に占める再生可能エネルギーの割合につ

いて10%に達することを目指す」としている．

すなわち，原子力発電と再生可能エネルギー

はCO2の大幅な削減という共通の目的に即

して，いずれも積極的に推進することが示さ

れているのである．

このような特徴は，『2030年のエネルギー

需給の姿』における具体的なエネルギーミッ

クスでも明確に表れている．図表１は，2007

（平成19）年度の実績と2030（平成42）年

の推計で発電電力量の構成を示したものであ

る．原子力発電と再生可能エネルギー等は，

いずれもゼロ・エミッション電源に位置づけ

られ，2030年の割合が2007年の２倍を上回

っている．とりわけ，原子力発電の場合は26

％から53%と発電電力量の過半を占めると推

計され４，原子力発電への依存度を大きく高

めることが見込まれた．

図表１ 第三次エネルギー基本計画における
発電電力量の見通し

（資料）2030年のエネルギー需給の姿
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２．震災と原発事故以後のエネルギーミックス

しかし，2011（平成23）年３月11日に発

生した東日本大震災とそれにともなう東京電

力福島第一原子力発電所の事故を受けて，エ

ネルギーミックスの転換が議論されるように

なった．当時の民主党政権では，新成長戦略

実現会議の下に設けられたエネルギー・環境

会議（議長：国家戦略担当大臣）が，当面の

エネルギー需給安定策と減原発依存及び分散

型エネルギーシステムへの移行を旨とした中

長期の戦略の方向性を示し，そのうえで，エ

ネルギー基本計画をゼロベースで見直すべく，

総合資源エネルギー調査会基本問題委員会で

議論が始められた５．

そして，エネルギーミックスにかかる選択

肢の原案が作成され，エネルギー・環境会議

が選択肢に基づき国民的議論や討論型世論調

査を行った．選択肢については，図表２のよ

うに３つのシナリオとして具体的なエネルギ

ーミックスが示されている．シナリオの名称

からも理解できるように，選択肢の中心とな

ったのは原子力発電の割合である．次に，再

生可能エネルギーの割合がいずれのシナリオ

でも震災以前より大きく伸びている．したが

って，いずれの選択肢も基本的には再生可能

エネルギーの割合を全体として大きく高めつ

つ，原子力発電の割合に応じて調整を行い，

残りの部分を火力発電で確保する形になった

ものと考えられる．

国民的議論や討論型世論調査を経て，エネ

ルギー・環境会議は2012（平成24）年９月

に『革新的エネルギー・環境戦略』を策定し

た．これは，新たなエネルギー基本計画の前

提として位置づけられ，原子力発電の方向性

については次のような方針が示された．

１）40年運転制限制を厳格に適用する，

２）原子力規制委員会の安全確認を得たも

ののみ，再稼働とする，

３）原発の新設・増設は行わない，

ことを原則する．

以上の３つの原則を適用する中で，2030年

代に原発稼働ゼロを可能とするよう，あらゆ

る政策資源を投入する．

しかしながら，『革新的エネルギー・環境

戦略』自体は閣議決定されず，また2012（平

成24）年12月の政権交代によって，新たな

エネルギー基本計画の策定は振り出しに戻る

こととなった．

総合資源エネルギー調査会による議論があ

らためて行われ，2014（平成26）年４月に

第四次エネルギー基本計画が策定された．こ

れは，原子力発電を「安全性の確保を大前提

に，エネルギー需給構造の安定性に寄与する

重要なベースロード電源」と位置づけつつ，

「原発依存度については，省エネルギー・再

生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率

化などにより，可能な限り低減させる」と，

図表２ エネルギーミックスの選択肢

（資料）エネルギー・環境会議
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エネルギーミックスの転換を図ることが示さ

れた．ただし，前半が『革新的エネルギー・

環境戦略』とは趣を異にする部分と言えるだ

ろう．

そして，具体的なエネルギーミックスが，

長期エネルギー需給見通しの中で示されてい

る６．図表３によると，原子力発電の割合が

震災前平均（10年間）の27％から22～20%

になった．また，再生可能エネルギーは11

％から22～24％となり，この２つが震災以

前から大きく変わると見込まれている．

３．エネルギーミックスはどう変わったか

このように，震災と原発事故の前後におけ

るエネルギーミックスの見通しは，大きく変

化した．それぞれの見通しはコジェネ７を含

む場合と含まない場合があるため，直接比較

することはできない．しかしながら，３つの

見通し（第三次エネルギー基本計画，革新的

エネルギー・環境戦略，第四次エネルギー基

本計画８）の経過から変化を読み取るならば，

原子力発電の割合，そして原子力発電と再生

可能エネルギーの関係が重要であろう．

原子力発電の割合については，図表１～３

に示されたとおりである．すなわち，現状（震

災と原発事故前）の２割程度から，第三次エ

ネルギー基本計画では５割程度へと大きく増

加したが，『革新的エネルギー・環境戦略』の

選択肢では３つのシナリオいずれも減少へと

転換し，戦略では2030年代の原発稼働ゼロ

が目標に盛り込まれた．そして，第四次エネ

ルギー基本計画では２割程度に回復したが，

「可能な限り原発依存度を低減する」との方

針で震災前の平均をやや下回っている．この

ように，原子力発電の割合は「大きく増加→

大きく減少→やや減少」へと転換したことに

なる．

このような転換は，再生可能エネルギーと

原子力発電の関係の転換をも意味している．

一見すると，2030（平成42）年のエネルギ

ーミックスにおける再生可能エネルギーの割

合はいずれの見通しでも大きく変化しておら

ず，現状の１割程度から２割もしくは３割程

度まで増加することが見込まれている．しか

し，震災と原発事故以前の第三次エネルギー

基本計画では「自立的かつ環境調和的なエネ

ルギー供給構造の実現」という共通の目標に

両者が位置づけられた．このことが，再生可

能エネルギーが原子力発電と歩調を合わせた

形で倍増という見通しにつながったと考えら

れる．これに対して，震災と原発事故以後は

原子力発電の安全性に対する懸念からCO2

の削減とともに安全性の確保が強調され，原

子力発電への依存度低減を再生可能エネルギ

ーが補完する役割を担うこととなったのであ

図表３ 第四次エネルギー基本計画における
発電電力量の見通し

（資料）長期エネルギー需給見通し（案）

研究論文

56



る．こうして，再生可能エネルギーの割合は

大きな変化には至らなかったものの原子力発

電との関係は反転した．

Ⅱ．原子力発電所の立地見通し

本章では，2015（平成27）年６月に議論

されているエネルギーミックスの具体的な見

通しに即して，原子力発電所立地地域がどの

ような状況になるのか，国内と福井県につい

て示すことにしたい．

１．国内における原子力発電所立地の見通し

図表４は，2030（平成42）年における原

子力発電の割合をいくつかのケースに分けて

試算したもの（総合資源エネルギー調査会資

料）である．すなわち，原子力発電所の稼働

年数について40年と50年と60年の３通り，

150万 kWの発電所の新増設について，なし，

１基，２基の３通り，発電所の稼働率を70％

と80％の２通りで，原子力発電の電力量と

割合が算出されている．

2012（平成24）年６月に原子炉等規制法

（核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律）が改正され，稼働年数に関す

る規制が変わった．すなわち，従来の高経年

化対策制度では，運転開始後30年を経過す

る原子炉施設について，以降10年ごとに機

器・構造物の劣化評価及び長期保守管理方針

の策定を義務づけていた．それが，新たに運

転期間延長認可制度として，発電用原子炉を

運転することができる期間を運転開始から

40年とし，その満了までに認可を受けた場

合には１回に限り運転延長することを認める

制度となった．なお，延長期間の上限は20

年であり，具体的な延長期間は審査において

個別に判断されることになる９．

原子力発電所の稼働年数が最長60年であ

ることは従来の高経年化対策制度と同じだが，

新たな制度では原則40年とされた．図表４

は，このような制度改正を受けて稼働年数を

40年と50年と60年の３通りに分けて試算し

たものとなっている．

図表４は『革新的エネルギー・環境戦略』

の選択肢を策定する際の試算であり，発電電

力量の合計は1.0兆 kWhとなっている．第

四次エネルギー基本計画における発電電力量

稼働年数

40年 50年 60年

発電電力量
(億 kWh)

割合
(%)

発電電力量
(億 kWh)

割合
(%)

発電電力量
(億 kWh)

割合
(%)

新増設なし
稼働率70% 1,302 13% 2,180 22% 2,830 28%

稼働率80% 1,488 15% 2,492 25% 3,234 32%

新増設１基
稼働率70% 1,394 14% 2,272 23% 2,922 29%

稼働率80% 1,593 16% 2,597 26% 3,339 33%

新増設２基
稼働率70% 1,486 15% 2,364 24% 3,014 30%

稼働率80% 1,698 17% 2,702 27% 3,444 34%

図表４ 原子力発電所の運転・新増設による２０３０（平成４２）年の発電電力量と割合

（注１）割合は「一次エネルギー供給，発電電力量及び最終エネルギー消費の推計について」に基づき算出された数値である．
（注２）新増設については１基当たり１５０万 kWを想定している．
（資料）総合資源エネルギー調査会．
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の見通しは10,650億 kWh程度と，これをや

や上回るため，第四次エネルギー基本計画に

即して再計算したものが図表５である（割合

の数値は，小数点第２位を四捨五入した）．

図表５によると，国内の原子力発電所をす

べて稼働年数40年で廃炉にすれば，２基の新

増設があっても発電電力量に占める原子力発

電の割合は15％程度にとどまる．すなわち，

第四次エネルギー基本計画に即したエネルギ

ーミックスを実現するためには，一定の運転

延長もしくは２基以上の新増設が不可欠とな

る．

では，運転延長と新増設はどの程度必要と

なるのか．図表５に示された範囲では，すべ

ての原子力発電所の稼働年数を50年とすれ

ば，稼働率次第で新増設が不要になる場合が

いくつか見られるようになる．稼働年数を60

年とすれば，新増設は稼働率にかかわらず不

要となる．

ここで，新増設の可能性について考えてみ

たい．国内で建設中の原子力発電所は中国電

力島根原子力３号機と電源開発大間原子力の

２基で，合計出力は275.6万 kWである．図

表にある新増設２基とは，（合計出力はやや

下回るが）これらを想定している可能性が高

い．また，着工準備中の原子力発電所として

日本原子力発電敦賀３・４号機など９基，合

計出力1,296.7kWがある10．150万 kWで換

算すると約8.6基分となる．そこで，着工準

備中の原子力発電所を含めた２基以上の新増

設の可能性があるかどうかを検討するために，

新増設を11基まで拡大した場合の割合を算

出したのが図表６である．第四次エネルギー

基本計画に基づく原子力発電の割合（20～22

％）に合致している部分を網掛けにしている．

合致する部分はごく限られており，稼働年数

40年の場合は稼働率によって新増設が７基

以上必要となり，稼働年数50年の場合は新

増設なし，もしくは１基で済むことになる．

ここで，現状を見てみよう．2015（平成

27）年に入って原子力発電所の廃炉が決ま

ったのは，関西電力美浜１・２号機，日本原

子力発電敦賀１号機，九州電力玄海原子力１

号機，中国電力島根原子力１号機の５基（合

計出力221.6万 kW）である．これに対して，運

転延長については，例えば関西電力高浜１・

２号機が申請を済ませており，美浜３号機も

延長の申請に必要な特別点検を開始している．

稼働年数

40年 50年 60年

発電電力量
(億 kWh)

割合
(%)

発電電力量
(億 kWh)

割合
(%)

発電電力量
(億 kWh)

割合
(%)

新増設なし
稼働率70% 1,302 12.2% 2,180 20.5% 2,830 26.6%

稼働率80% 1,488 14.0% 2,492 23.4% 3,234 30.4%

新増設１基
稼働率70% 1,394 13.1% 2,272 21.3% 2,922 27.4%

稼働率80% 1,593 15.0% 2,597 24.4% 3,339 31.4%

新増設２基
稼働率70% 1,486 14.0% 2,364 22.2% 3,014 28.3%

稼働率80% 1,698 15.9% 2,702 25.4% 3,444 32.3%

図表５ 原子力発電所の運転・新増設による２０３０（平成４２）年の発電電力量と割合

（第四次エネルギー基本計画に基づく再試算その１）

（注１）割合は第四次エネルギー基本計画に基づき算出された数値である．
（注２）新増設については１基当たり１５０万 kWを想定している．
（資料）総合資源エネルギー調査会より筆者作成．
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３基の合計出力は247.8万 kWであり，国内

で廃炉となった原子力発電所の合計出力を上

回っている．

今後，個々の原子力発電所について廃炉か

運転延長かを見通すことは現時点ではできな

いが，仮に廃炉よりも運転延長の発電所の出

力が大きくなれば，2030（平成42）年の発

電電力量に占める割合を20～22％の範囲と

するためには，それだけ新増設が抑制される

ことになるだろう．

２．福井県における原子力発電所立地の見通し

次に，福井県内における原子力発電所立地

の見通しについて述べる．

原子力発電などの大規模電源は主に地域独

占の電力事業者が担っているが，電力事業者

ごとにエネルギーミックスが定められている

わけではない．実際，震災と原発事故によっ

て国内の原子力発電所が停止するまで，約５

割を原子力発電で供給していた関西電力や約

１割の四国電力など，幅広い．

稼働年数

40年 50年 60年

発電電力量
(億 kWh)

割合
(%)

発電電力量
(億 kWh)

割合
(%)

発電電力量
(億 kWh)

割合
(%)

新増設なし
稼働率70% 1,302 12.2% 2,180 20.5% 2,830 26.6%

稼働率80% 1,488 14.0% 2,492 23.4% 3,234 30.4%

新増設１基
稼働率70% 1,394 13.1% 2,272 21.3% 2,922 27.4%

稼働率80% 1,593 15.0% 2,597 24.4% 3,339 31.4%

新増設２基
稼働率70% 1,486 14.0% 2,364 22.2% 3,014 28.3%

稼働率80% 1,698 15.9% 2,702 25.4% 3,444 32.3%

新増設３基
稼働率70% 1,578 14.8% 2,456 23.1% 3,106 29.2%

稼働率80% 1,803 16.9% 2,807 26.4% 3,549 33.3%

新増設４基
稼働率70% 1,670 15.7% 2,548 23.9% 3,198 30.0%

稼働率80% 1,908 17.9% 2,912 27.3% 3,654 34.3%

新増設５基
稼働率70% 1,762 16.5% 2,640 24.8% 3,290 30.9%

稼働率80% 2,013 18.9% 3,017 28.3% 3,759 35.3%

新増設６基
稼働率70% 1,854 17.4% 2,732 25.7% 3,382 31.8%

稼働率80% 2,118 19.9% 3,122 29.3% 3,864 36.3%

新増設７基
稼働率70% 1,946 18.3% 2,824 26.5% 3,474 32.6%

稼働率80% 2,223 20.9% 3,227 30.3% 3,969 37.3%

新増設８基
稼働率70% 2,038 19.1% 2,916 27.4% 3,566 33.5%

稼働率80% 2,328 21.9% 3,332 31.3% 4,074 38.3%

新増設９基
稼働率70% 2,130 20.0% 3,008 28.2% 3,658 34.3%

稼働率80% 2,433 22.8% 3,437 32.3% 4,179 39.2%

新増設１０基
稼働率70% 2,222 20.9% 3,100 29.1% 3,750 35.2%

稼働率80% 2,538 23.8% 3,542 33.3% 4,284 40.2%

新増設１１基
稼働率70% 2,314 21.7% 3,192 30.0% 3,842 36.1%

稼働率80% 2,645 24.8% 3,647 34.2% 4,389 41.2%

図表６ 原子力発電所の運転・新増設による２０３０（平成４２）年の発電電力量と割合

（第四次エネルギー基本計画に基づく再試算その２）

（注１）割合は第四次エネルギー基本計画に基づき算出された数値である．
（注２）新増設については１基当たり１５０万 kWを想定している．
（資料）総合資源エネルギー調査会より筆者作成．
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図表７は，福井県内に立地する原子力発電

所（商業炉）の合計出力について，国内の原

子力発電所に占める割合を震災と原発事故以

前の状況，稼働年数（60年を除く）に応じ

た2030（平成42）年の見通しで示したもの

である．震災と原発事故以前は国内の原子力

発電所の23.1％を占めていたのが，稼働年数

40年とした場合には11.2％（２基）に，50年

とした場合でも14.8％（５基）に大きく低下

することになる．端的に言えば，福井県には

稼働年数の長い原子力発電所が多い．

仮に，震災と原発事故以前の水準を維持す

るならば，福井県における合計出力は稼働年

数40年の場合は487.8万 kW，50年の場合は

818.8万 kWとなる．これは，図表７に示し

た既設の原子力発電所の合計出力を，それぞ

れ251.8万 kW，292.8万 kW上回っている．

つまり，福井県における原子力発電所の立地

について，仮に震災と原発事故前の水準を

2030（平成42）年にも維持するならば，150

万 kW級の原子力発電所を２基程度新増設

する余地があることになるだろう．この場合，

可能性としては敦賀３・４号機の増設が高い

と考えられる．

しかしながら，次の点には注意しなければ

ならない．第１に，図表６で見たように稼働

年数50年の場合は国内で１基程度新増設の

余地があるが，着工準備中の敦賀３・４号機

ではなく建設中の原子力発電所の方が想定さ

れることである．したがって，稼働年数40

年の場合における新増設７－11基の中に敦

賀３・４号機が含まれることになるだろう．

第２に，電力事業者ごとに発電電力量の割合

を維持することが必ずしも求められていない

ことである．ここでは１つの仮定として電力

事業者ごとに発電電力量の割合を維持する場

合の算定を行ったが，それを上回る可能性も

下回る可能性もある．これらの点を考慮する

と，エネルギーミックスにおける原子力発電

の割合が具体的に示されてもなお，福井県内

における原子力発電所の立地見通しには不確

実な要素が多いと言える．

Ⅲ．エネルギーミックスと原子力発電所
立地地域の対応に関する考察

前章で述べたように，第四次エネルギー基

本計画に沿った2030（平成42）年のエネル

ギーミックスでは，原子力発電の割合が20

～22％の範囲であっても既設の原子力発電

所の運転延長や新増設の可能性は多様である

と言える．こうした見通しの中で，原子力発

電所立地地域は地域経済や地方財政の維持・

発展を図るための具体的な対応を迫られるこ

とになる．

しかしながら，エネルギーミックスは計画

であり，現実がそのとおりになるとは限らな

い．むしろ，計画自体も実効性が高いとは言

えず，原子力発電所立地地域にも柔軟な対応

が求められるだろう．そこで，本章では，ま

ずエネルギー基本計画の問題点を挙げ，その

うえで原子力発電所立地地域に求められる対

応について考察する．

震災前
稼働期間

40年 50年

設備容量（国内，万 kW) 4,884.7 2,111.3 3,544.1

設備容量（福井県，万 kW） 1,128.5 236.0 526.0

福井県の割合（％） 23.1% 11.2% 14.8%

図表７ 福井県内の原子力発電所（商業炉）

の設備容量の割合と見通し

（資料）経済産業省資源エネルギー庁（２０１０）をもとに筆者作成．
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１．エネルギーミックスは実現するのか

まず，エネルギーミックスそのものの実現

可能性を見きわめなければならない．2030

（平成42）年まで残された期間は15年程度で

あるが，その期間で第四次エネルギー基本計

画に基づくエネルギーミックスはどこまで現

実になるのであろうか．

この点について，一般的に疑問視されてい

るのは再生可能エネルギー拡大の実現可能性

であろう．とりわけ，震災と原発事故以後に

エネルギー・環境会議が国民的議論や討論型

世論調査に提示した「エネルギー・環境に関

する選択肢」では，原子力発電への依存度低

減を再生可能エネルギーがどこまで補完しう

るかに焦点が集まった．2010（平成22）の

実績では再生可能エネルギーの割合が10％

であったが，2030（平成42）年にはこれを

最低（20～25シナリオ）でも25％，最高（ゼ

ロシナリオ）で35％にまで高めるものとな

っている．この違いは，再生可能エネルギー

の拡大に対する積極性によるものである．す

なわち，ゼロシナリオでは「省エネ性能が劣

る製品の販売制限・禁止を含む厳しい規制を

広範な分野に課し，経済的負担が重くなって

でも，相当高水準の再生可能エネルギー，省

エネ，ガスシフトを実施する」こととされ，

再生可能エネルギーの拡大をかなり積極的に

進める姿勢が示された．

第四次エネルギー基本計画では再生可能エ

ネルギーの割合を22～24％としており，第

三次エネルギー基本計画の水準（21.0％）を

やや上回る程度である．厳しい規制や負担の

増加を求めるゼロシナリオほどの積極性はな

いと言えるが，第三次エネルギー基本計画で

も再生可能エネルギーの拡大が強調されてい

たので22～24%が現実的な水準とまでは断

定できない．

そして，第四次エネルギー基本計画におけ

るエネルギーミックスの実現可能性について

は，再生可能エネルギーだけが問われている

のではない．第１に，原子力発電そのものの

実現可能性にも問題がある．原子力発電の割

合は22～24%であり，震災前10年間の平均

をやや下回る水準である．しかし，先の図表

６から分かるように既存の原子力発電所につ

いて稼働年数をすべて40年とすれば，７基以

上の新増設が必要となる．一方，50年とすれ

ば新増設は１基程度になる．原子炉等規制法

では原子力発電所の稼働年数は原則40年と

定められており，原子力規制委員会の認可を

受けて20年以内の延長が１回に限り認めら

れる．

ここで不透明なのは，まず，既存の原子力

発電所で40年を迎えるもののうち，どの程

度が廃炉と判断されるのか，そして，運転延

長が何基程度，何年程度となるのかである．

2015（平成27）年に入って５基の廃炉が決

まるとともに，運転延長に向けた特別点検が

行われているものもあるが，2020（平成32）

年までに計14基の判断が下される．電力事

業者がどのような判断をするのか，現状では

分からない．また，原子力規制委員会がどの

程度運転延長を認可するかについても，確実

なことは言えない．

しかも，原子力発電所の新増設を見通すこ

とも難しい．『革新的エネルギー・環境戦略』

では原発の新設・増設は行わないことを原則

に掲げたが，これに建設中の２基は含まれな

いとされた．したがって，第四次エネルギー
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基本計画でも原子力発電の割合が22～24%

と『革新的エネルギー・環境戦略』を上回っ

ていることを考慮すれば，図表６に掲げる新

増設について２基まで想定することは不可能

ではない．しかしながら，第四次エネルギー

基本計画では原子力発電所の新増設そのもの

について特に記述されていない．したがって，

着工準備中の原子力発電所を含めて見通しを

立てることは難しい．

さらに，「長期エネルギー需給見通し（案）」

では「原子力発電比率は，2030年度時点に

おける電源構成上の見通しを示したものであ

り，個別の原子力発電所の安全性に関する原

子力規制委員会の審査に影響を与えるもので

はない」としている．このことは，裏を返せ

ば，原子力規制委員会の審査がエネルギーミ

ックスの見通しに影響を与えることを示唆し

ている．

このように，原子力発電についても原子炉

等規制法で稼働年数の原則が40年と定めら

れていることや，７－９基の新増設が見通せ

ないことなどが，第４次エネルギー基本計画

の実現可能性を大きく低下させる要素になる

と考えられる．

第四次エネルギー基本計画におけるエネル

ギーミックスが流動的と考えられる第２の理

由は，ベースロード電源の割合と区分である．

図表８に示すように，ベースロード電源には

再生可能エネルギーに属する地熱・水力発電

と石炭火力発電，原子力発電が含まれている．

そして，ミドル電源についてはLNGと LP

ガス火力発電が含まれる．ここで考えられる

のは，LNGの一部をベースロード電源に含

めても良いのではないか，ということである．

確かにLNGは出力を機動的に調整できる

電源として，ミドル電源の役割を果たすもの

である．しかし，発電（運転）コストも決し

て高いわけではない．総合資源エネルギー調

査会発電コスト検証ワーキンググループは

2015（平成27）年４月，モデルプラントの

発電コスト試算を作成した．その結果は，図

表９のとおりである．LNG火力は原子力や

石炭火力を上回っているものの，その差は

2030（平成42）年までに縮小する．LNG

はベースロード電源にもなりうるのである．

ここで，エネルギーミックスのあり方を議

電源の種類 電源の特性
再生可能
エネルギー

火力 原子力 その他

ベースロード電源
発電（運転）コストが，低廉で，安定的に発電することが
でき，昼夜を問わず継続的に稼働できる電源

地熱・水力 石炭 原子力

ミドル電源
発電（運転）コストがベースロード電源の次に安価で，電
力需要の動向に応じて，出力を機動的に調整できる電源

ＬＮＧ，
ＬＰガス

ピーク電源
発電（運転）コストは高いが，電力需要の動向に応じて，
出力を機動的に調整できる電源

石油 揚水式水力

太陽光発電
・需要家に近接したところで中小規模の発電を行うことも可能で，系統負担も抑えられる上に，非常用電源とし
ても利用可能
・一方，発電コストが高く，出力不安定性などの安定供給上の問題があることから，更なる技術革新が必要

風力発電
・大規模に開発できれば発電コストが火力並であることから，経済性も確保できる可能性のあるエネルギー源
・北海道や東北北部の風力適地では，必ずしも十分な調整力がないことから，系統の整備，広域的な運用による
調整力の確保，蓄電池の活用等が必要．経済性も勘案して，利用を進めていく必要

図表８ エネルギー基本計画における各エネルギー源の位置づけ

（資料）総合資源エネルギー調査会
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論する際に取りあげられる３Ｅの原則につい

て触れておきたい．３Ｅとは，自給率向上

（Energy Security），CO2抑 制（Environ-

mental Conservation），コスト低下（Econ-

omy）を同時に達成することであり，総合

資源エネルギー調査会では３Ｅに関して次の

ような方針が示されている．

（１）自給率を上げるためには，国産・準

国産電源（再エネ・原子力）を増やす

（２）CO2を抑制するためには，再エネ・

原子力を増やす，石炭を減らす

（３）コストを抑制するためには，ベース

ロード電源（原子力・石炭・水力・地

熱）を増やす．

ベースロード電源はコスト抑制のために増

やすことが求められており，そのうえで原子

力発電は「可能な限り依存度を低減させる」

とされている．原子力発電はベースロード電

源全体として増加の方向性の下で，低減との

バランスを問われていることになる．

LNGは，３Ｅの中でいずれの項目にも含

まれていない．しかしながら，コストを抑制

する方法は上記のベースロード電源を増やす

ことだけではない．しかも，LNGの活用に

よってコスト抑制と同時にCO2の抑制も図

ることができるのである．

図表10は，電源構成を変化させた場合の

影響としてコストとCO2排出量の増減を示

したものである．例えば，再生可能エネルギ

ーの割合を１％増やして石炭の割合を１％減

らした場合，CO2排出量は8.4百万トン減ら

すことができるが，コストは1,840億円増え

る．再生可能エネルギーの拡大がCO2排出

抑制に大きな効果を発揮するとともに，コス

ト上昇をもたらすことになる．３Ｅに関する

方針と整合性があると言えるだろう．

この図表10によると，LNGの割合を増や

すことでCO2の抑制とコストの抑制を同時

に達成できる方法がある．すなわち，LNG

を１％増やして石炭を１％減らした場合，

CO2排出量は4.4百万トン減らすことができ

るが，コストは640億円増える．しかし，さ

らにLNGを１％増やして再生可能エネルギ

原子力 石炭火力 LNG火力

2014年モデルプラント 10.1～ 12.3 13.7

2030年モデルプラント 10.1～ 12.9 13.4

石炭▲1％ LNG▲1％ 原子力▲1％ 再エネ▲1％

石炭+1%
+4.4百万 t－CO2
▲640億円

+8.4百万 t－CO2
+340億円

+8.4百万 t－CO2
▲1,840億円

LNG+1%
▲4.4百万 t－CO2
+640億円

+4.0百万 t－CO2
+980億円

+4.0百万 t－CO2
▲1,200億円

原子力+1%
▲8.4百万 t－CO2
▲340億円

▲4.0百万 t－CO2
▲980億円

±0百万 t－CO2
▲2,180億円

再エネ+1%
▲8.4百万 t－CO2
+1,840億円

▲4.0百万 t－CO2
+1,200億円

±0百万 t－CO2
+2,180億円

図表９ 原子力・石炭火力・LNG火力の

発電コスト試算結果

（単位 円／kWh）

（注１）政策経費を含む
（注２）原子力発電の場合は損害費用は増える可能性があるため，

下限を提示．廃炉・賠償費用等が１兆円増えると０．０４円／
kWh 増加する．

（資料）総合資源エネルギー調査会

図表１０ 電源構成を変化させた場合の影響（概数）

（資料）総合資源エネルギー調査会
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ーを１％減らした場合，CO2排出量は4.0百

万トン増えるが，コストは1,200億円減らす

ことができる．これらを組み合わせれば，

LNGの割合を２％増やして石炭と再生可能

エネルギーの割合を１％ずつ減らすこととな

り，CO2排出量は0.4百万トン，コストも560

億円減らすことができるのである．

図表10の数値は概数であり，割合を大き

く変えると正確でなくなる可能性がある．し

かしながら，LNGはコストの面でも原子力

や石炭に近い水準であるとともに，CO2の排

出も石炭を大きく下回る．こうした特性を活

かすことで，LNGは３Ｅの実現にも寄与し

うるのである．再生可能エネルギーの割合を

低下させることによる自給率の低下は考慮し

なければならないが，LNGにはミドル電源

に止まらない役割があると思われる．ベース

ロード電源の一部をLNGが担うことも検討

に値するのではないだろうか．

第四次エネルギー基本計画におけるエネル

ギーミックスが流動的と考えられる理由は，

技術革新の進展や電力自由化など，他にも挙

げられる．いずれにしても，エネルギーミッ

クスは第四次エネルギー基本計画に基づくと

はいえ計画的に実現できるものではなく，あ

くまで見通しであること，それも多様な要素

によって流動的になりうることを理解しなけ

ればならない．

２．原子力発電所立地地域の対応は

どうあるべきか

本章では，第四次エネルギー基本計画に基

づくエネルギーミックスが流動的であること

を，限られた紙幅の中で述べてきた．原子力

発電所立地の見通しも流動的であるだろう．

そこで，このような状況の中で福井県内の原

子力発電所立地地域が取るべき対応について

論じることにしたい．

まず，嶺南地域における原子力発電所は，

４つの市町に商業炉が13基，高速増殖原型

炉もんじゅが立地しており，経過年数も多様

である．図表11に示すように，今後は原子

図表11 福井県における原子力発電所の立地経過と見通し

（資料）筆者作成
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力発電所の基数が減少していくと考えられる

が11，すべてが同時に廃炉となるわけではな

い．廃炉を迎える発電所と運転を続ける発電

所が併存する形となるだろう．

しかしながら，廃炉にともなう経済活動が

立地地域に及ぼす波及効果は，それほど大き

くないと考えられる．総合資源エネルギー調

査会によると，原子力発電所の廃炉費用は出

力に応じて３段階で示されている．出力が大

きいほど廃炉費用も高くなるが，図表12の

とおり建設費ほど大きくない．すなわち，原

子力発電所の廃炉は建設に比べて（どの程度

を立地地域が請け負うかで大きく変わるが）

立地地域に与える波及効果は大きくないと推

察される．そして，廃炉になれば原子力発電

所が停止するため，発電に伴う経済活動が行

われなくなり，負の影響を及ぼす．

以上を総合すれば，福井県内の原子力発電

所は廃炉を迎える発電所と運転を続ける発電

所が併存する形が当面は続き，原子力発電所

立地地域である期間は今後も決して短くない

と考えられる．しかし，廃炉となる発電所が

増えるにしたがって立地地域の経済や財政に

与える負の影響も大きくなると見込まれる．

そこで，今後の対応としてとるべき基本的な

方向性としては，立地に代替しうる方策を模

索することよりも，立地を従来以上に多分野

・多用途に活用できるようにすることではな

いだろうか．すなわち，原子力にかかる技術

基盤の活用と，発電所としての立地基盤の活

用の２つが考えられる．

第１に，原子力にかかる技術基盤の活用に

ついては，すでにエネルギー研究開発拠点化

計画が2005（平成17）年に策定され，一定

の実績をあげている．拙稿ですでに述べたよ

うに12，拠点化計画は原子力発電所の立地に

よって蓄積・発展してきた技術基盤を他の産

業分野に活かすものであり，原子力発電を新

たな地場産業とする試みとして捉えられる．

しかも，図表13に示したように，原子力発

電所の立地に伴う関係機関が福井県内には多

数集積している．これらの機関は県内外，国

内外で原子力発電や関連技術が求められる限

り必要なものであるから，関係機関の活動は

長期にわたって重要であり続けるだろう．

第２に，発電所としての立地基盤の活用，

すなわち，他の電源立地の可能性を模索する

ことである．前章で述べたように，原子力発

電所の立地そのものが流動的である．だとす

れば，このことを前提として，立地地域では

原子力発電所だけでなく他の発電所の立地を

視野に入れることによって，他の電源で補完

号機
運転開始年

月
出力
(万 kW)

建設工事費
(億円)

廃炉措置費用
(億円)

敦賀１号機 １９７０年３月 35.7 323 350-476

美浜１号機 １９７０年１１月 34.0 312 350-476

美浜２号機 １９７２年７月 50.0 363 350-476

高浜１号機 １９７４年１１月 82.6 656 434-604

高浜２号機 １９７５年１１月 82.6 604 434-604

美浜３号機 １９７６年１２月 82.6 768 434-604

大飯１号機 １９７９年３月 117.5 1,843 5５8-834

大飯２号機 １９７９年１２月 117.5 1,225 5５8-834

高浜３号機 １９８５年１月 87.0 2,803 434-604

高浜４号機 １９８５年６月 87.0 2,098 434-604

敦賀２号機 １９８７年２月 116.0 3,886 558-834

大飯３号機 １９９１年１２月 118.0 4,582 5５8-834

大飯４号機 １９９３年２月 118.0 2,535 5５8-834

敦賀３号機 着工準備中 153.8 4,755 558-834

敦賀４号機 着工準備中 153.8 2,945 558-834

ふげん 廃止措置中 16.5 685

もんじゅ 停止中 28.0 4,330

図表１２ 福井県の原子力発電所の建設工事

費と廃炉措置費用

（資料）『福井県の原子力』，総合資源エネルギー調査会資料より筆
者作成
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するような対応をとることも１つの選択肢と

なる可能性を持つだろう．

補完の対象となりうるのは，LNGもしく

は石炭の火力発電であろう．なぜならば，原

子力発電所は大規模集中型の電源であるが，

LNGと石炭を除いて，地熱や水力は立地に

適した地域が限られるとともに，石油はコス

トの面で劣るからである．

この点について，橘川武郎は次のように述

べている．

原発からの出口戦略それ自体は，それほど

難しいものではない．原発は，発電設備は危

険だが，変電設備・送電設備は立派である．

時間はかかるだろうが，発電設備をLNG（液

化天然ガス）火力や最新鋭石炭火力に置き換

えた上で，変電所・送電線は今のものを使い

続ければいい．そうすれば，火力発電のビジ

ネスと原発廃炉の仕事によって，地元のまち

の雇用は確保され，経済は回る．肝心なのは，

その具体的なプランを，嶺南地域や福井県の

住民自身が作り上げることだ13．

ここで，出口戦略について述べておきたい．

橘川は原子力発電について「リアルでポジテ

ィブな原発のたたみ方」が必要であることを

訴えている14．すなわち，使用済核燃料の処

理問題を根本的に解決することが困難と考え

られるため，原子力発電は過渡的エネルギー

源にすぎないものと位置づけられる．こうし

た観点から，橘川は嶺南地域における出口戦

略の必要性を述べたと考えられる．

これに対して，本稿の立場は他の電源立地

の可能性を考慮に加える点では橘川の主張と

図表1３ エネルギー研究開発拠点化計画 将来マップ

（資料）福井県
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共通しているが，これを出口戦略とは必ずし

も位置づけていない．すなわち，既設炉だけ

でも原子力発電所立地地域であることは今後

も一定期間続くと見込まれることから，原子

力発電に伴う技術基盤の活用を第１の方向性

に掲げた．これと同時に，第２の方向性とし

て他の電源立地も１つの選択肢として捉えて

いる．したがって，本稿で筆者が示した対応

は，原子力発電所の立地を放棄するのではな

く，新増設にかかる流動性を前提にしたエネ

ルギーミックスのなかで原子力発電の役割が

低下する見通しであるとともに，多様な要素

が見通しを流動的にすると考えられることを

前提としたものである．原子力発電所立地地

域は見通しが大きく外れれば何らかの補完的

な対応を取らざるを得ないだろうから，他の

電源立地の可能性を想定しておくことは必ず

しも無駄なことではない，ということである．

むすびにかえて

原子力発電の推進は国策であり，今後進め

られる依存度の低減も国策である．原子力発

電所の立地は「国策への協力」であり，立地

地域は協力に応じて経済・財政面での便益を

享受してきた．

しかしながら，原子力発電所の立地そのも

のが流動的になるとともに，エネルギーミッ

クスの全体像も多様な要素が関係するように

なり，確実な見通しを立てることは難しくな

っている．こうした中で，原子力発電所立地

地域は多様な可能性を想定して地域のあり方

を探る必要性が高まっている．

本稿では福井県嶺南地域について基本的な

方向性を示すにとどまったが，立地地域の現

状も多様であるから，個別の具体的な対応に

ついては地域ごとの詳細な分析と考察が必要

である．この点については今後の課題として，

各地の調査を行った上で適宜示すことにした

い．
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注）

１ 高浜３・４号機は，福井地方裁判所から

再稼働を認めない仮処分が2015（平成27）

年４月に決定され，流動的な状況となって

いる．

２ 委員会の名称は一定していない．

３ 「2030年のエネルギー需給の姿」は長期

エネルギー需給見通しとは位置づけの異な

る部分があるものの，エネルギー基本計画

に即して定量的なエネルギーミックスが示

されている．

４ 53％の比率はコジェネ（注７参照）を
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除いたものである．コジェネを含めた場合，

原子力発電の比率は46％になる．

５ 原子力政策の今後10年程度の期間につ

いての新たな大綱策定も並行して進められ

ていたが，原子力委員会の在り方が見直さ

れ，大綱は作成しないこととされた．

６ 総合資源エネルギー調査会長期エネルギ

ー需給見通し小委員会（第10回会合）資

料１

７ コジェネ（コージェネレーション）とは，

天然ガス，石油，LPガス等を燃料として，

エンジン，タービン，燃料電池等の方式に

より発電し，その際に生じる廃熱も同時に

回収する，熱電併給システムである．高い

総合エネルギー効率を実現可能であり，分

散型エネルギーシステムとしても注目され

ている（経済産業省資料に基づく）．

８ 正確には，３つの具体的なエネルギーミ

ックス，すなわち，第三次及び第四次エネ

ルギー基本計画に即した長期需給見通し

（第四次は案）と革新的エネルギー・環境

戦略策定に際して行われたエネルギー・環

境に関する選択肢である．

９ 原子力規制委員会資料より．

10 経済産業省資源エネルギー庁（2010）に

よると，中部電力浜岡６号機の出力は140

万 kW級とされているので，140万 kWと

して計算した．

11 原子力発電所１基当たりの出力が向上し

ているため，敦賀３・４号機等の増設があ

ったとしても，県内での基数が増える可能

性は低いと考えられる．原子力発電所の運

転や定期検査等によって立地地域の経済や

財政が成り立ってきたとすれば，基数の減

少が立地地域に与える影響は大きいだろう．

12 井上（2014）第７章参照．

13 橘川（2013）p.221

14 例えば，橘川（2012）

研究論文

68


	06ふくいちいき.p1
	06ふくいちいき.p2
	06ふくいちいき.p3
	06ふくいちいき.p4
	06ふくいちいき.p5
	06ふくいちいき.p6
	06ふくいちいき.p7
	06ふくいちいき.p8
	06ふくいちいき.p9
	06ふくいちいき.p10
	06ふくいちいき.p11
	06ふくいちいき.p12
	06ふくいちいき.p13
	06ふくいちいき.p14
	06ふくいちいき.p15
	06ふくいちいき.p16
	06ふくいちいき.p17
	06ふくいちいき.p18

